
　　　　　　　主　　　文
一　被告が原告の平成二年分の所得税について平成六年一月三一日付けでした更正
処分のうち納付すべき税額六六八五万〇一〇〇円を超える部分及び過少申告加算税
賦課決定処分（ただし審査裁決により増額変更された後のもの。）を取り消す。
二　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　事実及び理由
第一　請求
　主文同旨
第二　事案の概要
一　本件は、原告が、被告がした原告の平成二年分の所得税に係る更正処分及び過
少申告加算税賦課決定処分（ただし審査裁決により増額変更された後のもの。）に
は、原告が所有していた土地の譲渡所得に係る譲渡収入金額の計算に違法があると
主張して、その取消しを求めているものである。
二　前提事実（争いのない事実）
１　原告とＡ（以下「原告ら」という。）は、別紙物件目録一記載の土地（以下
「本件譲渡土地」という。）につき共有持分を二分の一ずつ有していたところ、平
成元年四月二六日、右土地を、三井不動産販売株式会社（以下「三井不動産販売」
という。）及びＢに対し、代金五億八○○○万円で売却する旨の契約（以下「本件
譲渡契約」という。）を締結した。
　他方、原告らは、右同日、別紙物件目録二記載の土地（以下「本件購入土地」と
いう。）を、三井不動産販売から代金四億円で購入する旨の契約（以下「本件購入
契約」といい、本件譲渡契約と合わせて「本件各契約」という。）を締結した。
２　本件各契約の締結に至る経緯等の概要は、以下のとおりである。
（一）　Ｂは、本件譲渡土地に隣接する土地（東京都目黒区α一三一六番一、同所
一三一八番一及び同所一三一九番一所在の土地。以下「本件開発土地」という。）
を所有し、その土地を数名に賃貸していたが、昭和六二年一二月二三日、三井不動
産販売との間で、本件開発土地上の借地権を買収し、本件開発土地を敷地とした共
同ビルの建設を目的とする事業（以下「本件事業」という。）を共同で行うことを
合意した。本件譲渡土地、本件開発土地及び本件購入土地の位置関係は、別紙図面
のとおりである。
（二）　三井不動産販売は、平成元年三月一四日付けで、本件開発土地の一部であ
る本件購入土地上に存在していた借地権付き建物を、借地権者であるＣ及びＤか
ら、それぞれ代金二億五〇〇〇万円及び三億八○○○万円で購入した。さらに、三
井不動産販売は、平成元年四月二六日付けで、Ｂから本件購入土地の底地部分を代
金一
億六〇〇〇万円で購入した。
（三）　本件譲渡土地は、本件開発土地に囲まれる位置にあったことから、原告ら
は、本件事業に協力することとし、前記１のとおり、本件譲渡契約及び本件購入契
約を締結した。
（四）　その後、本件購入土地の一部が他人により占有されていたこと（以下「越
境問題」という。）が判明したことから、原告らと三井不動産販売は、平成二年八
月二〇日付けの「売買価格変更等の覚書」（以下「本件覚書」という。）により、
本件購入土地契約における売買価格を三億九六一四万三一二〇円とすることに合意
した。
（五）　原告らと三井不動産販売は、本件譲渡契約及び本件購入契約に係る各代金
の決済につき、本件購入土地の代金相当額については、相殺することとし、本件譲
渡土地の代金の残額一億八三八五万六八八○円（以下「本件差金」という。）につ
いては、小切手により支払われた。
３　原告らは、本件譲渡契約によって発生する譲渡所得を計算するに当たり、その
基礎となる収入金額は代金額である五億八○○○万円であると考え、平成二年分の
所得税の確定申告において、本件譲渡土地のうち原告所有に係るものの譲渡収入金
額価額を二億九〇〇〇万円、分離長期譲渡所得金額を二億七四四〇万円と申告し
た。
４　被告が原告に対してした更正処分（以下「本件更正処分」という。）、過少申
告加算税及び重加算税の各賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」といい、本
件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。）、右各処分に対する原告の不服
申立等の経緯は、別表のとおりである。
　被告が本件更正処分等の根拠とするのは、要するに、本件譲渡契約と本件購入契



約とは一体として補足金付交換契約とみるべきものであって、これによる原告らの
収入金額は、代金の差額一億八○○○万円と本件購入土地の時価の合計額であると
ころ、本件購入土地の時価は三井不動産販売の仕入額である七億九〇〇〇万円とみ
るのが相当であるから、原告らの収入金額は合計九億七〇〇〇万円、そのうち原告
分は四億八五〇〇万円になるというものである。
三　争点
　本件の争点は、本件譲渡土地の譲渡収入金額の評価如何であり、具体的には、次
の点であり、これらの点に関する当事者の主張は以下のとおりである。
①　本件各契約は一体のものとして交換契約と解すべきか否か
②　本件各契約を一体のものとして交換契約と解した場合、本件譲渡土地の譲渡収
入金額は、三井不動産販売が本件購入土地の借地部分及び底地部分を取得するに当
たって支出した価格の合計額に本件差金を加えた額とすべきか否か
③　本件各契約が一体のものではないと解した場合、本件譲渡契約において合意さ
れた売買代金をもって譲渡収入金額とすべきか否か
（被告の主張）
（一）　本件譲渡土地の譲渡等の経緯、原告らの取引動機・目的、履行の形態など
からすれば、原告らは、密接不可分である一連一体の取引を形式的に分断して本件
譲渡契約と本件購入契約の二本立ての契約を行ったにすぎず、本件各契約による取
引（以下「本件取引」という。）は、原告らが、本件譲渡土地の譲渡の対価とし
て、本件購入土地及び本件差金一億八三八五万六八八○円を受領したもの、すなわ
ち補足金（本件差金）付交換契約であると認められる。その理由を敷衍すれば、以
下のとおりである。
（１）　交換契約について
　ある取引が売買契約であるか交換契約であるかは、諸般の事情により決せられる
契約解釈の問題であるが、売買契約が交換契約と異なるのは、対価的意義を有する
当事者双方の給付のうち、一方の給付が代金の支払、すなわち金銭的価値に注目し
た金銭所有権の移転である点に尽きるのであるから（民法五五五条、五八六条）、
右契約解釈に当たっては、当事者がいかなる給付に対価的意義を認めていたかが重
視されるべきである。
（２）　本件取引の契約解釈
　課税は、私法上の行為によって現実に発生している経済効果に則してされるもの
であるから、第一義的には私法の適用を受ける経済取引の存在を前提として行われ
るが、課税の前提となる私法上の当事者の意思を、当事者の選択した表面的・形式
的な意味によってではなく、当事者の合理的意思、契約に至った経過、前提事実等
を総合的に解釈して認定し、課税要件への当てはめを行うべきである。
（３）　被告は、本件取引における当事者の合理的意思、契約に至った経緯、前提
事実等を踏まえ、本件取引が補足金付交換契約に基づく実質的交換である理由につ
いて、次のとおり主張する。
ア　原告らとＢは、昭和六三年一月二五日、本件事業の目的達成のために、Ｂが、
本件購入土地上の各借地権者に働きかけて可及的速やかに立ち退くことを確約させ
るように努力すること、立退きの確約が得られた後に、Ｂと原告らとの間で本件譲
渡土地と本件購入土地との交換をすること等を内容とする協定を結んでおり、原告
らは当初から
交換の意思をもって本件取引に臨んでいた。
イ　本件取引において作成された本件譲渡契約書及び本件購入契約書には、それぞ
れ、「代金」の支払が約定されており、契約書自体を見れば、あたかも金銭を対価
とした売買であるかのように見えるが、交換差金の一億八三八五万六八八○円以外
は、契約書の約定とは相違して、すべて相殺処理され、実体としては補足金付交換
契約と何ら変わらない取引である。
ウ　本件購入土地の売買契約が締結された後に生じた本件購入土地の越境問題等の
解決までの経緯は、三井不動産販売が、越境問題等の和解金を本件購入土地の契約
書に記載されている売買価額四億円から求められる一平方メートル当たり一九〇万
余円の単価により算定したのに対し、原告らは、一平方メートル当たりの単価を七
五六万余円として算定しており、その額は、三井不動産販売における本件購入土地
の取得価額の合計額七億九〇〇〇万円に本件差金一億八○○○万円を合算した九億
七〇〇〇万円を、その面積一三〇・三四平方メートルで除して計算された金額七四
四万余円と極めて近似した金額である。このように、原告らが、本件譲渡土地の真
実の価額ともいえる金額を認識していたからこそ、この価額を基礎に右和解金を算



定したのであり、右事実は、本件譲渡契約と本件購入契約が相互に密接不可分の相
関関係にあったことを窺わせるものであり、取引の経緯を併せ考慮するならば、本
件取引が各別の売買契約であると解することは到底できない。
エ　さらに、右越境問題等の解決のために、原告らが三井不動産販売にあてた平成
元年一一月一四日付けの催告書には、本件取引は同時履行すべき約束であり、本件
購入契約が解除されることになると本件譲渡契約も解除される旨の記載があること
も、右ウで述べたことを裏付けるものである。
オ　営利を目的とする法人である三井不動産販売が、合計七億九〇〇〇万円で購入
した本件購入土地をその半値に近い四億円で原告らに譲渡すること自体が、経験則
に反するものであり、これは当事者の真実の意思が本件譲渡土地と本件購入土地の
交換であったものを、売買という法形式に置き換えることにより、当事者が税負担
を免れるために意図的に算出された価額であり、実質的な経済価値の所得をもって
所得であるとする所得税法上の所得概念に照らして、到底容認することはできない
というべきである。
カ　本件取引は、原告ら、三井不動産販
売及びＢの次に述べる三つの条件を同時に達成するために、各契約金額が相互に調
整操作されたものであり、本件取引の各売買契約書に記載された代金額は、各資産
との間に対価的意義を有した経済的合理性のある価格とは認められない。
①　Ｂは、本件底地を売却した後、原告らが所有していた本件譲渡土地の共有持分
三割を取得することができるよう資金調達する必要があった上、本件底地の売却に
係る税負担を六〇〇〇万円以内にとどめる必要があったこと。
②　原告らは、本件譲渡土地を譲渡して税金等を支払った後、代替地である本件購
入土地を、自己資金の持出しをすることなく取得する必要があったこと。
③　三井不動産販売は、本件事業全体を考慮に入れ、約一〇億八〇〇〇万円を上限
として、この金額の範囲内で本件譲渡土地を取得する必要があったこと。
（４）　以上のとおり、各売買契約書に記載された各資産の代金額は、その金銭的
価値と各資産の価値との均衡を全く考慮せず、三井不動産販売の事業予算の枠内
で、Ｂ及び原告らの条件達成のために作成されたスキームにしたがって計算された
ものにすぎず、その証拠に、本件差金を除いた代金債権は契約と同時に相殺され、
これを行使することが全く予定されていないことからも、両当事者において、現実
に出捐する各資産及び本件差金以外に、真に代金債務を負担する意思があったとみ
るべき余地はないのである。
　また、仮に右相殺及び本件差金の支払が、真に本件契約等に記載された個々の資
産の対価としての代金債務を消滅させるものであれば、それぞれによって消滅すべ
き代金債務を特定する必要があるところ、右相殺に当たって、本件契約等に記載さ
れた代金債務のうち、いずれをどの範囲で消滅させるかという合意が当事者間でな
された事実は認められない。
　そして、各別の売買契約の方式を採用したのは、右（３）カで述べたところの三
者の条件を同時に満たすためであり、このように、ある法形式が、その本来予定す
る経済的効果とは異なる効果を得る目的で採られた場合、契約の解釈は、採用され
た法形式に拘束されるものではない。また、そのような法形式により右の対価的意
義に関する当事者の意思が変更されたとも解されない。
　さらに、本件取引を各別の売買契約と解すると、一方の契約を解除したとして
も、他方の契約を当然に解除することはできないことになろうが、本件取引におい
て、これらの結果が両
当事者の意思に反することは明らかであり、また、現実にも原告らは、三井不動産
販売に同時履行の抗弁権を主張し、三井不動産販売においても原告らの要求を受け
入れているのであるから、両当事者の真実の合意は、まさに、交換以外の何物でも
ないのである。
　前記第一で述べた本件譲渡土地の売却等の経緯及び右（３）で述べた事実を総合
勘案すれば、原告らにとって、本件譲渡契約は、それ自体で原告らの経済的目的を
達成させるものではなく、代替土地及び税金等諸費用相当額の金銭の取得という経
済的利益を得て初めて、契約における経済的目的が達成されるものなのである。
　他方、三井不動産販売にとっても、本件購入契約は、それ自体で意味があるもの
ではなく、本件購入契約によって原告らに代替土地を提供するのと同時に本件譲渡
契約によって本件譲渡土地を取得することにこそ経済的目的があり、両当事者が、
右各売買契約書に記載された代金額と各資産との間に対価的意義を認めておらず、
本件譲渡土地と本件購入土地及び本件差金との間に対価的意義を認めていたことか



らすれば、各売買契約書は、税負担の軽減を図るという意図から、単に売買契約と
いう法形式を借用するために作成されたものにすぎないのであって、取引の真実を
表したものではない。
　つまり、本件取引は、本件購入土地及び本件差金と本件譲渡土地とを相互の対価
とする一体不可分の権利移転合意、すなわち、三井不動産販売において本件購入土
地及び本件差金を、原告らにおいて本件譲渡土地を、相互に相手方に移転すること
を内容とする交換契約（民法五八六条）であったというべきである。
　当事者の採用した法形式を偏重する契約解釈をし、かつ、これによって確定され
た私法上の反対給付によって、譲渡所得金額を算定すべきものとした場合、納税者
は、その所有する不動産を他の不動産と交換するに当たり、全く任意の売買代金を
定めて各別の売買契約書を作成するという法形式を採用しさえすれば、容易に譲渡
所得金額を圧縮し得ることとなり、このような結果は、譲渡所得課税の趣旨を没却
し、課税の公平を害するものというべきである。
（二）　譲渡所得の課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属するこ
ととなった増加益を、当該資産が譲渡される機会をとらえて所得として把握しよう
とするものであり、その資産の価値ないし値上がり益は、その際に得られた対価に
よって顕現し
たものと見ることができるから、それに基づき算定するのが相当である。そして、
当該資産の譲渡対価が金銭以外の物又は権利であるときは、譲渡人が対価として得
た金銭以外の物又は権利は、同人においてその客観的交換価値をさらに金銭に換え
られる可能性を常に有しているから、当該譲渡資産は、譲渡により得られた金銭以
外の物又は権利の客観的交換価値相当の価値に変換したとみるべきであって、譲渡
人は、金銭以外の物又は権利の客観的交換価値を享受したというべきである。した
がって、譲渡所得課税の目的からすれば、当該譲渡資産の対価が金銭以外の物又は
権利である場合には、その対価である物又は権利の客観的交換価値すなわち時価に
より収入すべき金額を認識すべきであるということになり、所得税法三六条二項の
規定は、右の趣旨を規定したものと解される。
　しかるところ、本件取引は、補足金付交換契約というべきであるから、本件購入
土地及び本件差金が「対価」になる。したがって、本件差金部分については所得税
法三六条一項本文、本件購入土地については同項括弧書き、二項を適用し、本件購
入土地及び本件差金の合計額により本件譲渡土地の譲渡収入金額を算定することに
なる。
　また、所得税法三六条二項は、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額
は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額と規定
しており、右価額とは通常成立すると認められる取引価額、言い換えれば客観的交
換価値をいうものと解されるところ、①三井不動産販売は、本件事業の一環として
本件購入土地を総額七億九〇〇〇万円で取得しているが、取得のための三つの取引
の契約金額は、いずれも国土利用計画法二四条三項に基づく不勧告通知を受けた金
額であること、②三井不動産販売が本件購入土地を購入した時期は本件購入契約と
同日又は一ヵ月程度経過した後であることからすると、右三つの取引に係る契約金
額は適正な時価を反映する金額であると認められることに照らせば、本件購入土地
の価額（客観的交換価値）は、三井不動産販売が購入した金額の総額七億九〇〇〇
万円から本件覚書により減額された金額三八五万六八八○円を控除した金額である
七億八六一四万三一二〇円であったと認められる。
　以上によれば、原告の本件譲渡土地の譲渡収入金額は、本件購入土地の価額七億
八六一四万三一二〇及び本件差金一億八三八五万六八八○円の
合計額である九億七〇〇〇万円に原告の本件譲渡土地に係る持分二分の一を乗じた
金額である四億八五〇〇万円となる。
　なお、本件覚書により減額された金額は、本件購入土地のうち○・一一平方メー
トルについて隣地占有者の建物が越境していることに関して支払われたものであ
り、一坪当たり二五〇〇万円という金額を基礎に算定されているところ、本件土地
の価額を九億七〇〇〇万円として計算すると、本件購入土地の一坪当たりの価額は
二四六〇万余円となり、一坪当たりの単価二五〇〇万円をもって積算した価額に極
めて近似した金額になる。このように、原告が、一坪当たり二五〇〇万円という金
額を基礎に和解金額を算定したこと自体が、原告自身が本件譲渡土地の時価を二五
〇〇万円程度と考えていたことを如実に示すものであり、また、三井不動産販売が
本件購入土地の底地権及び同土地上の借地権付き建物を合計七億九〇〇〇万円で購
入した事実を原告が了解していたことを推認させるものである。



（三）　仮に、本件取引が補足金付交換契約ではないとしても、本件各売買契約書
に記載された売買代金額は、客観的交換価値及び対価的意義を有するものでないか
ら、これを前提として、所得税法三三条三項及び三六条一項所定の総収入金額を算
定するのは誤りである。
　すなわち、契約による譲渡の場合、資産の増加益はその私法上の反対給付に具体
化されるのが通常であるが、本件取引については、既に前記第二の三で述べたとお
り本件各契約書に記載された売買代金額は、本件譲渡土地としての客観的交換価値
を反映したものではない。そもそも、本件取引においては、右売買代金額の如何に
かかわらず、取引当事者である三者の条件が満たされれば、同一の経済的目的を達
成することができたため、売買代金の額に各資産の交換価値を反映する必要など全
くないのであり、現に本件売買契約書に記載された売買代金額も客観的交換価値と
は遊離した単に計算上算定されたものにすぎないというべきである。したがって、
このような売買代金額は、本件譲渡土地の増加益が具体化したものとは到底いえ
ず、これを対価として譲渡所得課税をすることは、対価のうちに具体化された資産
の増加益に対して課すという譲渡所得課税の趣旨に反するものである。
　そして、譲渡所得課税の趣旨からすれば、譲渡所得課税において総収入金額に算
入される対価は、必ずしも私法上の反対給付に限られる
ものではなく、資産の値上がりによる増加益の具体化と認められる限り、当該資産
の譲渡に起因しそれと因果関係のある利益を含み得るのである。
　以上によれば、本件各契約書に記載されている売買代金額をもって所得税法三三
条三項及び三六条一項所定の総収入金額を算定することは誤りというべきであり、
本件取引によって、本件譲渡土地の増加益の具体化として原告らが得た利益は何か
を直截に認定することが、むしろ、右各規定の趣旨にかなうというべきである。
　このような観点から本件取引をみると、既に述べたとおり、原告らは代金ではな
く、本件購入土地及び本件差金を取得できるからこそ本件譲渡土地を譲渡し、三井
不動産販売も、代金ではなく、本件譲渡土地を取得できるからこそ、本件購入土地
及び本件差金を出損したと認められるのであるから、原告らが本件譲渡土地の増加
益の具体化として得た利益が、本件購入土地及び本件差金であることは明らかであ
る。
（原告の主張）
（一）　本件譲渡契約は、本件購入契約とは、別個独立のものである。原告がした
取引は、いわゆる「土地の買い換え」であり、何ら特殊な取引ではない。
　同時に行われた別個の売買契約については、別個の課税の対象となると解すべき
である。それぞれの対価が不当に安ければ、別の課税問題が生じるだけであり、譲
渡土地の譲渡所得とは何ら関係がない。
（二）　仮に、本件購入土地の価額を基礎として譲渡収入金額を算定することが不
当でないとしても、三井不動産販売が、本件購入土地を取得した価格の合計たる七
億九〇〇〇万円を、そのまま本件購入土地の価額と認定するのは、地上げした価格
を正常な取引価格であるかのように取扱っている点で全く不当である。
　すなわち、本件購入土地は、もともと二人の借地人が借地権を有しており、かつ
各々の借地上には、借地人が各々二棟の建物を所有しており、同建物内には、借家
人合計四人が居住していた。これら借地人や借家人を退去の上明け渡させるには、
借地権の価格のほかに、高額の立退料が必要であるし、建物の買取ないし収去費用
も必要となる。借地人や借家人の立退を要する不動産の売買は、更地の売買価格と
は全く違った値段設定になるのは当然であり、被告がこれらの事情を一切無視し
て、三井不動産の取得価額の合計を、本件購入土地そのものの対価の基礎とするの
は、余りにも乱暴な常識に反する判断と言わざるを得ない。
　ちな
みに、三井不動産が、本件購入土地の所有者（底地権者）Ｂから購入するに当たっ
ての国土法上の届出額は一億二〇〇〇万円であり、これに対し、不勧告の通知が出
されている。ところが、実際の三井不動産販売の購入価額は、一億六〇〇〇万円で
あり、この差額の四〇〇〇方円は、立退料等の事情を反映したものである。さら
に、一億二〇〇〇万円を、適正な底地価額とすれば、本件購入土地の借地権割合は
七割であるから、同額を〇・三で除すると、まさに四億円となる。これは、本件購
入価額たる四億円が、本件購入土地の適正価額であることを示すものと言える。ま
た、本件購入土地は、Ｌ字型で極めて「地形」が悪く、近隣の一時的取引価格より
は、かなり割安にならざるを得ない土地でもある。したがって、本件購入土地の対
価は、四億円が相当と考えるに何の疑義もない。そして、三井不動産販売の底地の



購入価格である一億六〇〇〇万円が正常な取引価格であると考えたとしても、これ
をもとにして右の方法で計算した本件購入土地の価格は五億三三〇〇万円にすぎな
い。
　なお、本件覚書による減額が、対象面積に比して割高なのは、もともと、本件購
入土地が、Ｌ字型の不整形土地であるため、少しの利用面積の変更も全体の利用可
能性に多大の影響を与えるものだからである。また、本件の代金減額は一種のペナ
ルテイーとして課されたもので、時価より割高となるのは当然であり、本件購入土
地の時価の参考にはなり得ない。
（三）　本件譲渡土地の時価
　本件譲渡価額たる五億八○○○万円は、本件譲渡土地の取引相場に対応した適正
額である。したがって、被告が、本件譲渡契約における譲渡収入金額の算定に当た
って本件購入土地の価額を基礎とすることは全く不当である。
　すなわち、本件譲渡土地の前面道路である山手通りの東方五〇〇メートルの位置
に東急東横線β駅があり、その駅前の目黒区γ三‐四‐三に基準地がある。右基準
地の価格は、一平方メートルあたり八九八万円であり、同地点の路線価は、平成元
年度で一平方メートルあたり五〇三万円である。他方、本件譲渡土地の路線価は、
平成元年度で、一平方メートルあたり二二五万円である。そこで、γ三丁目の基準
値価格をもとにして、路線価の比率で本件譲渡土地の価格を算出すると、一平方メ
ートル四〇一万六八九八円となる。これに本件譲渡土地の面積を乗じてその価格を
求めると、五億二三四〇万一八〇九円と
なる。したがって、本件譲渡契約における価額が低廉であるということはできな
い。
第三　判断
一　前記第二の二記載の前提事実、証拠（甲一、二、四、乙一ないし三、四（枝番
を含む。）、五ないし九、一一の１ないし８、一二、一三の１ないし４、一四ない
し一七、証人Ｅの証言）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
１　本件開発土地の所有者であったＢは、三井不動産販売との間で、昭和六二年一
二月二三日付けで、本件開発土地を敷地とした共同ビルを建設する事業について合
意書（乙一六）を締結した。右合意書においては、三井不動産販売において、本件
開発土地上に存する九人の借地人の借地権を取得すること、共同ビルの建設に係る
すべての費用は、原則として三井不動産が七〇パーセント、Ｂが三〇パーセントを
負担することなどが定められた。
２　Ｂは、原告らに対して、昭和六二年一〇月二六日付けの「申し入れ書」と題す
る書面（乙八）により、本件譲渡土地を本件事業に組み入れるよう協力を要請する
とともに、本件譲渡土地よりも若干広い土地を代替地として原告らに提供する用意
があること、また、本件事業に参加する意思があるのであれば三井不動産販売など
の関係者を交えて協議したい旨を申し入れた。
　原告らは、Ｂの申入れに対して、代替地の提供を受けて本件譲渡土地を譲渡する
方向で検討し、本件譲渡土地を譲渡する条件として、原告らに税負担を含めて金銭
的な負担が生じないことを希望した。
３　Ｂと原告らは、代替地を本件購入土地とすることについて合意したので、昭和
六三年一月二五日付けで協定書（乙五）を締結し、原告らは、本件購入土地上の借
地権者から立ち退きの確約が得られた上で、Ｂから申し出があった場合、本件購入
土地と本件譲渡土地とを交換することを承諾した。なお、当時、右借地上には、そ
れぞれ複数の借家人の使用する建物が存在していた。
　三井不動産販売は、右交換について、三井不動産販売が介入しない形で、本件購
入土地の底地権者及び借地権者らと原告らとの間で直接に右底地権及び借地権と本
件譲渡土地の（潜在的）底地権及び借地権を交換することを検討したが、原告らが
本件購入土地の借地権者らと直接取引することが困難であったことから、原告らと
の間の本件譲渡土地の取得及び本件購入土地の譲渡のいずれの取引についても三井
不動産販売が当事者とならざるを得なくなり、そのように不動産会社
が間に入る以上、交換という形は取り得ないとの判断の下に相互売買の形とする方
向で検討された（Ｅ証言一五一、一六八、一七〇、一八五項）。
　原告らも、譲渡代金から購入代金を差し引いて譲渡所得税を支払えるだけの現金
が手元に残ることを前提として、相互売買の形とすることに応じていた。
４　三井不動産販売の担当者は、平成元年二月、本件事業に必要な土地の取得計画
について、「東京都目黒区α所在土地（借地権）取得の件」と題する書面（乙一
一）を作成した。右書面において、三井不動産販売は、①本件購入土地上の借地権



付き建物については、借地権者であるＣ及びＤから、それぞれ代金二億五〇〇〇万
円及び三億八○○○万円で購入する計画であること、②本件譲渡土地については、
本件購入土地の借地権の取得価格を右のとおりとする前提条件のもと、原告らか
ら、総額一〇億八八四六万二〇〇〇円で取得する計画であることが記載されてい
た。右金額は、三井不動産販売として本件譲渡土地を購入する場合に国土利用計画
法二四条の不勧告通知が得られる上限の価格として想定されていたものであった。
そして、原告らは、本件譲渡土地の価格が一〇億八八四六万二〇〇〇円と記載され
た国土法の届出用紙の下書き（乙一三の４）を入手していた。他方、この時点にお
いては、右価格で取引した場合に生じるＢ及び原告らにおける譲渡所得税の問題に
ついては検討中の段階にあった。
５　三井不動産販売は、平成元年三月一四日付けで、本件購入土地上の借地権付き
建物を、借地権者であるＣ及びＤから、それぞれ代金二億五〇〇〇万円及び三億八
○○○万円で購入する旨の契約を締結した（乙一、二）。
　なお、Ｂは、三井不動産に対して、平成元年三月一四日付けの「承諾書」（乙一
七）において、三井不動産販売が本件開発土地に存する各借地権者から借地権を取
得することを承諾するとともに、①本件譲渡土地の取得に際しては、同土地を七対
三の割合で分筆し、その七を三井不動産販売が、その余をＢが所有すること、②本
件譲渡土地の買上げと本件購入土地の底地の売却に関するＢの負担は、税金約六〇
〇〇万円にとどめるべく話合い中であることなどを確認した。
６　三井不動産販売は、平成元年四月二六日付けで、Ｂから本件購入土地の底地を
代金一億六〇〇〇万円で購入した（乙三）。右契約における代金の決定の経緯は、
次に述べるとおりである。
（一）　本件購入土
地の借地権の取引金額が合計六億三〇〇〇万円であること、本件購入土地の借地権
割合が七割であることを考慮すると、本件購入土地の底地の取引価額は、二億七〇
〇〇万円とすることが考えられるが、その場合、Ｂの譲渡所得に係る税負担が約九
〇〇〇万円となることが予想され、税負担を六〇〇〇万円にとどめるという同人の
希望を満たせない。そこで、三井不動産販売は、本件購入土地の価額について、低
額譲渡に当たらないよう留意しつつ、路線価を参考に、四億円とすることとし、こ
れを基に、三井不動産販売がＢから取得する本件底地の価額をその三割（底地割
合）に相当する金額である一億二〇〇〇万円とすることが検討された。
（二）　しかしながら、前記５のとおり、Ｂにおいて、本件譲渡土地の持分のうち
の三割を取得することを希望するに至ったので、本件底地の価額を一億二〇〇〇万
円とした場合には、Ｂが右を取得するにつき資金不足を生じることとなったため、
Ｂの負担する税金、諸費用等を考慮し、最終的に三井不動産販売がＢから取得する
本件底地の売買価額は、一億六〇〇〇万円と決定された。
７　三井不動産販売は、原告らから本件譲渡土地を取得し、原告らに本件購入土地
を譲渡できる状況が整ったことから、右に関する契約の締結を検討したが、原告ら
が金銭的な負担をすることなく代替物件である本件購入土地を取得するという条件
を達成するため、路線価を目安にして算定した本件購入土地の金額である四億円を
参照して、右四億円に、原告らの負担することとなる税金、諸費用等に相当する本
件差金一億八○○○万円を上乗せして、本件譲渡土地の価額を五億八○○○万円と
し、その金額を代金額とする売買契約を締結した。
８　本件取引がされた後に、本件購入土地の一部を隣地の建物等が越境して占有し
ていることが判明した。
　三井不動産販売は、原告らに対し、越境部分の土地と同面積の土地を譲渡する
か、又は同土地の価格を売買代金から減額するとの案を提示し、後者については、
本件購入土地の売買契約書に記載された売買価額四億円を基礎にして本件購入土地
の一平方メートル当たりの単価を算定し、右金額に越境部分の面積○・一一平方メ
ートルを乗じて算定した二〇万九五二三円を減額する額として提示した。
　これに対して、原告らは、本件購入土地は元々地形が悪く使い勝手が悪いことか
ら、面積の減少は軽視し得ないこと、右の隣接建物が特殊
な構造であることが本件取引後に判明し、原告らが本件購入土地に建物を建築する
際に右建物が傾くなどのトラブルの発生が予想されたことから、この問題に強い姿
勢で臨むこととし、土地の単価を一坪当たり二五〇〇万円として、右越境部分の面
積〇・一一平方メートルと面積〇・九一平方メートル（三井不動産販売がＢから本
件購入土地の底地を買い受けるに先だって提出された国土法の届出書に記載された
面積二一〇・九一平方メートルと本件購入契約において契約書に表示された面積二



一〇平方メートルとの差）とを合算した一・〇二平方メートルを乗じ、これを二で
除して算定した額である三八五万六八八○円を和解金として支払を受けるという対
案を示した。また、原告らは、土地全体を更地にして引き渡す義務が履行されない
場合は本件購入契約を解除する用意があること、その場合はこれと同時履行の関係
にある本件譲渡契約も解除される旨の通知をした（乙四の５）。
　交渉の結果、三井不動産販売は、原告らの案に同意することとし、平成二年八月
二〇日付けの「売買価格変更等の覚書」により、本件購入土地の売買価額が四億円
から三八五万六八八○円減額されて三億九六一四万三二一〇円に変更され、右代金
のうちの初回金以外の部分の支払期日が平成元年八月末日から平成二年九月末日に
変更された。
９　本件各契約上、各代金の支払期日については、契約締結時に初回金として一億
二〇〇〇万円を支払うこととされていたところ、原告らと三井不動産販売は、初回
金については平成元年四月二六日に相殺処理した。
　その後、三井不動産販売は、原告らに対し、平成二年九月七日、本件譲渡土地に
係る残金のうち自己負担分（七割）三億二二〇〇万円と、本件購入土地に係る残金
二億七六一四万三一二〇円を相殺することとし、相殺後の本件譲渡土地に係る残金
四五八五万六八八○円を、銀行が発行する自己宛小切手により支払った。また、Ｂ
は、原告らに対し、右同日、本件譲渡土地に係る残金のうち自己の負担分（三割）
一億三八○○万円を支払った。
二　本件各契約は一体のものとして交換契約と解すべきか否か
１　所得税法三三条一項は、資産の譲渡による所得を譲渡所得というとし、同条三
項は、譲渡所得の金額は、当該所得に係る総収入金額から当該所得の起因となった
資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、さらに譲渡
所得の特別控除額を控除し
た金額とする旨定めている。また、同法三六条一項は、収入金額とすべき金額又は
総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収
入すべき金額（金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入とする場合
には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額）とする旨を規定し、
同条二項は、第一項にいう金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当
該物若しくは権利を取得し又は当該利益を享受する時における価額とする旨規定し
ている。さらに、同法五九条一項は、法人に対する資産の贈与や著しい低い価額で
の譲渡については、その時点における資産の価額によって資産の譲渡があったもの
とみなすとしている。
　これらの規定からすると、所得税法は、資産の譲渡が売買によつて行われた場合
には、それが同法五九条一項二号にいう著しく低い価額でない限りは、取引当事者
が合意した代金額をそのまま収入金額とするのに対し、資産の譲渡が交換によって
行われた場合は、交換によって取得した物等の客観的な交換価格をもって収入金額
としていることが明らかである。他方、資産を有償で譲渡する法形式としては、民
法上の典型契約として売買と交換が定められているが、両者の間には法律上一方が
原則で他方が例外といった関係は規定されておらず、その性質上、交換で実現し得
ることは売買でも実現できるのに対し、その逆は必ずしも可能ではなく、歴史的に
は貨幣経済が未発達の段階では交換が主流であったのに対し貨幣経済の発展に伴っ
てむしろ売買が主流となった経緯があり、民法が売買について多くの規定を置きな
がら交換についてはほとんど独自の規定を置いていないのも、以上のような諸事情
に基づくものと思われる。このような売買と交換との制度としての関係に照らす
と、資産を有償で譲渡しようとする者は、それが交換によって実現可能なものであ
っても売買の形式を選択することが可能であり、そのことは法的にみて特異な選択
と評価されるものではないというべきである。そして、所得税法の前記の定めは、
当然にこのような売買と交換との関係を前提とするものと解すべきものであって、
このように自由に選択可能な法形式間において課税上の取扱いにのみ差異を設けて
いる以上、納税者が選択した法形式に従った課税をするのが同法の趣旨であるとみ
るのが相当であり、納税者が選択した法形式を否認して他の法形
式を前提とした課税をすることは明文の根拠がない限り許されないものというべき
である。
２　このことは、売買契約又は交換契約が締結される際の取引の実情にも合致する
ものと考えられる。すなわち、売買契約は、売主が財産権を相手方に移転すること
を約し、買主がこれにその代金を支払うことを約することで成立する契約であると
ころ、具体的な契約は、経済活動の一環として行われているものであるから、両当



事者は、その代金額を決定するに当たっては、当該財産権の客観的価値のみに依拠
するものではなく、当該財産権に対する主観的な価値や、当該財産権の移転に伴う
税負担の多寡など、様々な要因に依拠して決するのが通常である。したがって、具
体的な売買契約における売買代金は、必ずしも常に移転される財産権の客観的価値
を反映したものとはなっていないものと解される。所得税法は、このような売買契
約の実情にかんがみ、当事者間において合意された金銭による対価の額と移転され
る財産権の客観的交換価値との間に不均衡があり当該資産に係る増加益がみかけ上
は過少であったとしても、原則としてこれに介入せず、結果として当該資産の増加
益に対する課税が繰り延べられることになってもやむを得ないものとし、当事者が
決定した代金額をもって譲渡収入金額を計算しようとする態度をとっているものと
解される。
　これに対して、交換契約は、当事者が互いに金銭の所有権に非ざる財産権を移転
することを約するものであり、交換される各財産権の客観的価値は、当事者が契約
を締結するに当たっての動機形成要因の一つにすぎないことは売買契約と同様であ
るところ、交換契約を締結しようとする当事者においては、各財産権についてそれ
ぞれ代金額を決定して格別の売買契約を締結することも可能であるにもかかわら
ず、そのような法形式を選択せず、交換契約を選択した結果、各財産権の対価につ
いて契約上表示されないこととなったことを考慮して、法は、このような場合に
は、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合」として、
「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額」（所得税法三六条一項）をも
つて収入すべき金額としたものと解される。
　以上のとおり、所得税法は、売買契約における譲渡所得と交換契約の譲渡所得に
ついて、その課税標準を異にすることを容認し、前者については、当事者間で合意
された代金額を原則とし
て尊重するという態度に出ているものである。したがって、当事者間においてなさ
れた二つの売買契約において、結果として双方の有する財産権の交換的な移転の要
素があったとしても、そのことから直ちに、当事者間の意思の合理的な解釈とし
て、二つの売買契約を交換契約であると認定することは、特段の事情がない限り許
されないというべきである。
３　そこで、本件についてみると、本件譲渡契約及び本件購入契約がいずれも売買
契約として締結されたことは明らかであり、この点について当事者の意思解釈をす
る余地はないと考えられる上、本件購入土地の売主は三井不動産販売のみであった
のに対して、本件譲渡土地の買主は三井不動産販売及びＢであり、Ｂは原告ちに対
して金銭を支払って本件譲渡土地の持分の三割を取得するという経済的目的を実現
させる必要があったことからすると、原告ら、三井不動産販売及びＢを当事者とす
る本件譲渡契約及び本件購入契約の内容を、一つの単純な交換契約として法的に構
成して実現することは困難であったものであり、また、Ｂと原告らとの間において
は、金銭の支払と本件譲渡土地の一部の取得とが対価関係にあったものであるか
ら、この観点からすると、本件譲渡土地に関して売買契約を締結したことは、むし
ろ自然なことというべきである。
　この点、Ｂが本件譲渡土地の一部を取得するという経済的目的を実現する法形式
としては、原告らと三井不動産販売との間における本件譲渡土地と本件購入土地と
の補足金付交換契約を締結した上で、三井不動産販売からＢに対して本件譲渡土地
の持分（三割）を譲渡する売買契約を締結するという構成をとることも考えられる
が、このような構成は、Ｂが本件譲渡土地の一部を原告らから取得するに当たり一
旦三井不動産販売を経由するという擬制を含むものであり、当事者の一人であるＢ
の真の経済的目的を直截的に表現していない点では、本件譲渡契約を締結する方法
に劣る部分があるものといわざるを得ないのである。
４（一）　ところで、前記一で認定した事実関係からすれば、本件譲渡土地及び本
件購入土地に関して当事者が最終的に実現すべき経済的目的は、①原告らは、税金
を負担することなく、本件譲渡土地を三井不動産販売及びＢに移転する代わりに、
Ｂの所有していた本件購入土地を取得すること、②Ｂは、本件購入土地を原告らに
移転する代わりに、本件譲渡土地の一部を取得すること
、③三井不動産販売は、本件譲渡土地の一部を取得することにあったところ、右の
最終的な目的を実現する限度においては、三井不動産販売としては、必ずしも本件
購入土地に関する契約の当事者となる必要はなかったものであるが、本件購入土地
上の借地権を取得する立場に立ったことから、本件購入土地に関する契約の当事者
となったものである。その結果、原告らにとっても三井不動産販売にとっても、本



件取引においては、本件各契約は、それぞれの契約が個別に締結され履行されただ
けでは、両者が本件取引によって実現しようとした経済的目的を実現できるもので
はなく、実質的には、本件譲渡土地と本件購入土地とが交換されるとともに、原告
らの側で税金の支払に当てる費用等として本件差金が原告らに支払われることによ
って初めて、両者の本件取引による経済的目的が実現されるという関係となり、そ
の意味では、本件譲渡土地の譲渡と本件購入土地及び本件差金の取得との間には、
一方の合意が履行されることが他方の合意の履行の条件となるという関係が存在し
ていたものと考えられる。そして、原告らにおいても、本件購入契約に基づく義務
と本件譲渡契約に基づく義務が同時に履行されるべき関係にあったと認識していた
ことは、前記一８で認定したとおりである。
　さらに、本件取引における本件譲渡土地の譲渡価額と本件購入土地の取得価額
は、いずれもその資産としての時価等を基にして両者の間の折衝によって決定され
たというよりも、むしろ、国土法の制約の下で許容される本件譲渡土地の譲渡額の
上限額を前提として、本件取引により原告らの側で代替物件を取得した上に税金を
支払っても損失とならないようにするという条件、Ｂが本件購入土地の底地を三井
不動産販売に譲渡することにより本件譲渡土地の一部を取得する財源を捻出すると
いう条件を勘案した上で設定された価格を、関係者が受け入れて、前記のとおりの
額と決定したものであることが認められ、したがって、本件取引においては、本件
譲渡土地及び本件購入土地の個々の客観的価値自体については、必ずしも交渉の対
象とはされていなかったものといわざるを得ない。
（二）　しかしながら、ある経済取引を行うに当たって一連の契約がなされた場
合、その一部が全体にとって不可欠なものとなることはむしろ当然であって、全体
として同時に履行されるべき関係にあるからといって、そのことから直ちに
、当事者間で明示的に合意された各契約の契約類型を他の法形式に引き直すことが
できる根拠とならないことは明らかである。また、前記１及び２のとおり、売買契
約における売買代金額は、当事者の合意によって定まるものであって、それは必ず
しも客観的価値をそのまま反映しなければならないものではなく、また、税法上
も、売買契約における譲渡所得を常に移転される財産権の客観的価値と一致させる
べきとの扱いにはなっていないのであるから、当事者が、税負担の問題を含めた様
々な取引条件を勘案の上、客観的価値と異なる代金額を定めたからといって、その
こと自体から、売買契約の契約としての類型性が失われるわけではない。
５　以上によれば、本件取引について、当事者が選択した二つの売買契約という法
形式を交換契約であると認定するに足りる特段の事情があるとはいえない。したが
って、本件取引は、原告らが三井不動産販売に対して本件譲渡土地を代金五億八○
○○万円で売却するとともに、三井不動産販売から原告らが本件購入土地を代金三
億九六一四万三二一〇円で購入したものと解すべきである。
三　本件譲渡契約において合意された売買代金をもって譲渡収入金額とすべきか否
か
１　前記二で判示したとおり、原告らは、本件譲渡契約に基づき、代金五億八○○
○万円で本件譲渡土地を譲渡したものであるから、右金額をもって譲渡収入金額と
すべきものと解される。
２　被告は、本件取引が補足金付交換契約ではないとしても、本件各売買契約書に
記載された売買代金額は、客観的交換価値及び対価的意義を有するものでなく、本
件譲渡土地の増加益の具体化として得た利益を適切に反映したものと認められない
から、これを前提として、所得税法三三条三項及び三六条一項所定の総収入金額を
算定するのは誤りである旨主張する。
　そこで検討するに、本件取引を、本件譲渡契約と本件購入契約の二つの契約によ
って構成されると解する以上、譲渡所得の課税要件の判断は、右各契約によって生
じる法律効果たる金銭の移転を基準としてなされるべきであって、契約上の売買代
金額をもって収入と解するほかはなく、各契約書に記載された売買代金額が客観的
交換価値を表示しておらず経済的な意味において対価として不適切であるとして
も、右客観的交換価値を収入と解することはできない。
　すなわち、譲渡所得に対する課税は、資産が譲渡によって所有者の手を離れるの
を機会に、その所有期間中の増加益を清算して、これに課税する趣旨のものであ
り、売買によって資産の移転が対価の受入れを伴うときは、右増加益は対価のうち
に具体化されるので、これを課税対象としてとらえたものであると解されるとこ
ろ、資産が著しく低い対価によって法人に譲渡された場合、資産の増加益に対する
課税が繰り延べられるのを防止するために、時価による譲渡があったものとみなし



て課税が行われることとなっている（所得税法五九条一項二号参照）が、右に該当
しない場合については、当事者間において合意された金銭による対価の額と客観的
交換価値との間に不均衡があり当該資産に係る増加益がみかけ上は過少であったと
しても、法はこれに介入せず、結果として当該資産の増加益に対する課税が繰り延
べられることになってもやむを得ないものとする法制が取られているところであ
る。このような法制からすると、本件取引においても、仮に本件譲渡土地が客観的
交換価値に比較すると低い価額で他に譲渡されたこととなり、これによって原告ら
の譲渡所得に対する税負担が軽減されることとなったとしても、その譲渡が右の著
しく低い対価による譲渡に当たらない以上、その軽減された部分に対応する課税負
担は後に繰り延べられることを法律自体が予定しているものというべきである。ま
た、本件譲渡契約が所得税法五九条一項二号に該当するとの主張もない。
　よって被告の右主張は採用できない。
四　右に検討したところからすると、本件取引が本件譲渡土地と本件購入土地との
補足金付交換契約であることを前提としてされた本件更正処分は、その余の点を判
断するまでもなく、所得金額及び納付すべき税額を過大に認定した違法なものであ
り、かえって、原告のした確定申告には違法事由が見当たらず適正なものであった
というべきことになる。
五　結論
　よって、原告の請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政
事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条を適用して、主文のとおり判決する。
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